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平成29年３月橋本市議会定例会会議録（第５号）その2 

平成29年３月９日（木） 

       

 

（午前９時30分 開議） 

○議長（中本正人君）おはようございます。 

 ただ今の出席議員数は20人で全員でありま

す。 

                     

○議長（中本正人君）これより本日の会議を

開きます。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（中本正人君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において８番 阪本君、

11番 田中君の２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 議案第28号 橋本市前畑秀子顕

彰基金条例について 

○議長（中本正人君）日程第２ 議案第28号 

橋本市前畑秀子顕彰基金条例について を議

題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ８番 阪本君。 

○８番（阪本久代君）よろしくお願いいたし

ます。 

 第１条の、前畑秀子氏の顕彰事業に要する

費用に充てるために、この基金を設置すると

いうことなんですけども、この顕彰事業とい

うのは、例えばどういうものを考えておられ

るのか、説明をお願いします。 

○議長（中本正人君）教育部長。 

○教育部長（森中寛仁君）顕彰事業といいま

すのは、ベルリンオリンピックで金メダルを

とられた前畑秀子さんの生い立ちから、そし

てまた、15歳から名古屋の椙山女学園へ行き

ましてオリンピックに出られ、その後、晩年

を岐阜市のほうで過ごされたというふうな、

そういうふうなところで、やはり日本人女性

初のオリンピック金メダリストということで、

前畑さんについて詳しく歴史等を掘り下げて

調査をいたしまして、偉業を詳しく調べてま

いりたいと考えております。 

○議長（中本正人君）８番 阪本君。 

○８番（阪本久代君）今の説明でしたら、前

畑秀子氏の経歴というか、それを詳しく掘り

下げていくという、そのために使うというご

説明だったんですけれども、それだけだった

らば、わざわざ基金をつくる必要もないんで

はないかなというふうに思うんですけども、

いかがでしょうか。 

○議長（中本正人君）教育部長。 

○教育部長（森中寛仁君）現在ＮＨＫのほう

に、朝の連続テレビ小説の誘致を進めており

まして、もちろん前畑さんの偉業を証明する

こと、並びにＮＨＫのほうへ朝ドラ誘致に係

る活動を行いながら、全国的に前畑さんの偉

業を広めてまいりたいと考えております。 

○議長（中本正人君）ほかにありませんか。 

 ５番 坂口君。 

○５番（坂口親宏君）おはようございます。 

 新年度の予算では、朝ドラ誘致室について

十分な予算がつけられておりますけれども、

今のご説明では、朝ドラ誘致についても、そ

の顕彰基金が提供されるのか。あとプラスお

話をいただければと思うんですが、来年度の

上期の朝ドラは「半分、青い。」というタイト

ルで、東京と岐阜を舞台にしたテーマが既に
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ＮＨＫから発表されておりますけれども、そ

れについて、朝ドラ誘致の進捗状況とあわせ

て、岐阜のモチベーションはどうなのか伺い

ます。 

○議長（中本正人君）教育部長。 

○教育部長（森中寛仁君）来年４月の「半分、

青い。」というふうな朝ドラが、既にＮＨＫの

ほうで発表されました。だいたい１年前には、

ＮＨＫのほうで次の朝ドラの発表があるわけ

ですけれども、本市といたしましては、前畑

秀子さんについての朝ドラ誘致は2020年の東

京オリンピックの開催の前年度、2019年をめ

ざしておるところでございます。 

 それと、岐阜のほうにつきましては、岐阜

市を舞台に前畑秀子さんの朝ドラ誘致をする

という市民の会が立ち上がっておりまして、

既に署名活動で15万ぐらいの署名が集まって

おります。岐阜市の活動は市民の会というこ

とで、岐阜市を舞台というふうになっており

ますけれども、現在、橋本市、名古屋市、岐

阜市、三市の行政の担当者との会議の中では、

それぞれ三市が今度合同して取り組んで、三

市の首長の連盟の署名で、ＮＨＫのほうへ陳

情に参りたいというふうに考えてございます。 

○議長（中本正人君）５番 坂口君。 

○５番（坂口親宏君）現在、クラウドファン

ディング方式で、朝ドラ誘致については基金

が集められておりますけれども、随分重複し

た基金の集め方をされるんですが、それだけ

その予算というのが不足しているんでしょう

か。朝ドラ誘致については、私は当初から申

し上げているんですが、宝くじ１枚で夢を買

おうというふうに申し上げているんですが、

それほどお力を入れていただけるとは思って

もみなかったんですけれども、勝負の年では

ありますけれども、それだけ十分な費用をお

考えになっていらっしゃるんでしょうか、ど

うでしょうか。 

 答弁もれではないんですが、その基金とい

うのは、朝ドラ誘致を適用したことを想定さ

れておられるのか。広くこれから2020年以降

も、私どもが考えております2019年の秋スタ

ートの朝ドラということなんですが、2019年

以降、あるいは2020年以降も、持続的に本市

の名誉市民である前畑秀子さんを顕彰してい

こうという、そういった目的でやられている

ということでよろしいんでしょうか。 

○議長（中本正人君）教育部長。 

○教育部長（森中寛仁君）前畑秀子朝ドラ誘

致基金につきましては、現在、ガバメントク

ラウドファンディングを実施しております。

それによりまして、朝ドラ誘致を活動してい

るということを、広く世間のほうに周知する

という目的もございます。 

 もちろん基金のほうは、朝ドラ誘致活動の

ほうに活用してまいりたいと考えております。

そして、朝ドラ誘致が終わった後も、やはり

橋本市は前畑秀子さん生誕の地ということで

継続的に、飛び込み岩のあたりに銘板を設け

るとか、そういうことで継続して前畑秀子さ

んの顕彰を引き継いでいきたいと考えており

ます。 

○議長（中本正人君）ほかにありませんか。 

 20番 辻本君。 

○20番（辻本 勉君）朝ドラ誘致につきまし

ては、当初予算で上がってきてますし、室の

関係もありますので改めてやりますけども、

この顕彰基金の部分なんですが、今いろいろ

ご答弁いただいておるんですけども、そうい

うものに使うんであれば、橋本市の名誉市民、

同じ金メダルをとっている古川さんっておら

れるでしょう。古川さんは、ご家族というか

ご親族といいますか、お兄さんは、まだ橋本

市に住んではるんですよね。ずっと橋本なん

です。何で前畑秀子さんだけにこだわるんで

すかね。基金つくるんであれば、そういう長
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く顕彰事業やっていくというんであれば、古

川さんの基金も一緒につくってやるのが筋と

違うんかな。そうでしょう。ほんで、まあ言

えば３人おるんですよ。橋本市で水泳で有名

になっている人は。まして、特に障がいを持

ちながら、何回もオリンピックに出て頑張っ

ておる、そういう現役のメダリストもおるわ

けでしょう。そういうことを放っておいて、

何で前畑、前畑にこだわるわけですか。朝ド

ラ誘致はいいですよ。それはそれとして、や

っていったらいいことなんやけども、それ以

外の、いろんなこういう橋本市の、そういう

人を顕彰していくんであれば、そういう公平

性に欠けておるん違う。その辺が。こういう

基金、顕彰事業による基金条例をつくるんで

あれば、もうちょっと広くというか、同じで

しょう、金メダルとってるのは。古川さんも。

女性で初か何か知らんで。そやけども、橋本

市民の中で金メダルとったのは一緒なんよ。

そうでしょう。僕は、よそへ行っている人、

まあ言えば15歳でよそへ行っている人よりも、

橋本でずっとおってくれた人のことも放って

おいたらいかんと思うんです。そっちを僕は

優先すべきと思う。こういう顕彰事業をやる

んであれば。朝ドラは前畑さんでいいですよ。

その辺、今後、古川さんの問題と中村君の問

題含めて、どういうふうに考えていくんかご

答弁いただけますか。 

○議長（中本正人君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）辻本議員の質問にお答

えをします。 

 岡潔先生に関しては、顕彰基金を積んでい

ます。今回の前畑秀子さんの顕彰基金という

のは、朝ドラという部分もありますけども、

もし朝ドラが実現できなかった場合にも、こ

れから名誉市民として、たたえていくことが

必要であろうということで、もちろん古川勝

選手についても同様でありまして、これから

の、杉村公園内にそういう名誉市民に関する

施設を将来的につくるようなことも必要にな

ってくれば、そういう顕彰基金というのも必

要になってきますし、当然私どもとしても、

古川勝選手を決して低く見ているんではなく

て、将来的にそういう基金を集めていく必要

があるとは考えています。 

 ただ、今、朝ドラ誘致ということで全国へ

発信をしておりますので、今、ガバメントク

ラウドファンディング、これ、なかなか集ま

りにくい部分もあります。その中で、今、朝

ドラに挑戦ということで、こういう顕彰基金

を設けまして、多くの全国の人に受け入れて

いただくというふうに考えています。 

 決して軽んじているわけではなくて、私ど

もとしても将来、多分全国の市町村の中で、

２人の金メダリストをとった町というのはあ

りませんので、その辺の顕彰というのは、何

らかの形で進めていきたいというふうに思い

ますし、先ほど部長のほうから、飛び込み岩

のところにプレートを立てるというところも、

前畑だけじゃなくて古川さんの名前も入れな

がら、市民プールも今、前畑・古川記念プー

ルという名前に変えておりますし、そういう

のを少しずつ進めていきたいというふうに思

っています。 

 中村智太郎君に関しましては、現在まだま

だ現役ですので、またそういう時期が来たら

智太郎君を顕彰するような、まだ彼には東京

オリンピックで頑張ってもらわなあきません

ので、今からそういうふうなことは、まだ彼

にとっては早過ぎるのではないかというふう

に考えておりますので、実際、前畑・古川さ

んの顕彰、また、岡潔先生の顕彰というのも、

橋本市として名誉市民の方の顕彰というのも、

これから、この朝ドラだけに捉えるのではな

くて、将来に向けてやっていきたいと思って
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おりますので、ご理解よろしくお願いします。 

○議長（中本正人君）20番 辻本君。 

○20番（辻本 勉君）その話、十分わかるん

ですけども、最初の教育部長の答弁でありま

すと、その顕彰、８番議員の質問に対しての

答弁で、ちょっと答弁の仕方がまずいという

か、それであれば、やはり古川勝さんの顕彰

もしていかなあかんの違うかと。前畑秀子さ

んについては、もうずっと実行委員会ができ

て、歴史的なことも含めてほとんどわかって

きておるわけでしょう。そやのに、まだこの

基金を、顕彰基金をつくってそういうことを

やるというから、僕はおかしいん違うかと思

うんです。それやったら古川さんもやってあ

げたらどうですかと。 

 中村君については、こういう基金つくると

いうことがないんでしょう。そやけども、や

はりそういうことを評価してあげて、応援プ

ログラムを組んでやるとか、そういうことを

してあげてほしいというのが願いなんで、こ

ういう基金をつくれとは、私は中村君につい

ては言うてません。それはね。もっとみんな

に知らしめて、応援していったろうよと。東

京オリンピックで頑張ろうかというてるんで

あれば、もっとそっちはそっちで応援してい

ったろうと。 

 ほんで、古川さんも同じように、前畑秀子

さんと同じように、やっぱりどういう人物で

あったか、どういう幼少期を過ごしたとか、

いろんな歴史的なものを検証していって、調

べていって、同じようにやってあげようと。

朝ドラはちょっと横へ置いて、朝ドラは朝ド

ラとして進めていったらええと思うんですよ。 

 そういうことで、そういう話が最初から出

ておれば、別に私も気にはしてないんですけ

ども、どうも前畑、前畑ばかりやっておるん

でね、あまりにも。やはり私ら地元の、古川

選手の地元でおる人間として、大変残念とい

うか、歯がゆい思いをしておるわけです。そ

れは市長もご答弁いただいたので、今後十分

やっていただいたらいいと思います。 

○議長（中本正人君）ほかにありませんか。 

 17番 井上君。 

○17番（井上勝彦君）同じところなんですけ

ど、ちょっとお聞きします。一応この会議録

に残したいということで、私は、市会議員と

して公平性を保たないかんということで、一

応意見を述べておきます。 

 なぜかといいますと、顕彰基金についてお

尋ねするんですが、それまでに市役所の前に

顕彰碑、あれ、ライオンズクラブかな。 

（「ロータリー」と呼ぶ者あり） 

○17番（井上勝彦君）ロータリークラブさん

が、市のほうへ話があって、一応立ててあり

ますね、市役所の前に。あれは、どなたとど

なたですか。それが結局そういうこともわか

りつつ、前畑さんのやつを先行しておるんだ

ろうと思うんですけれども、私どもから見た

ら、お二人さんの金メダリストの、役所の前

にばーんとみんな、世間に見てもらってるわ

けですな。橋本市は、この２人の金メダリス

トがおりますよということで。我々、皆さん

そうだと思うんですけど。 

 そこで説明ですね。私どもはどういう説明

を、市民に聞かれたときに何て、前畑さんの

顕彰基金条例、基金を積み立てるのにやって

おるけど、辻本さんと同じ意見ですけれども、

そこへロータリークラブが立てて許可をした

のは、当時ですよ、そのお二人の名前が刻ま

れておると思うんですけども、そういうとこ

ろとどういうふうな説明を、聞かれたときに

どんな説明できるんかなということが、ちょ

っと気にかかるんです。 

 私ども聞かれたときに、朝ドラというか、

テレビで、ドラマで前畑さんのやって、次ま

た古川さんのもやるんよと言うんか、なかな
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か説明がしにくいように思うんですわよ。ほ

んで、そういうところをちゃんと説明のでき

るような形で、お前さん方、こういう説明を

しといてくれよと。市としたら、こう取り組

みしておるんやからというようなことで、い

っぺん市民に対して説明する仕方を、ちょっ

と教えていただきたいなと思うんです。そう

いうことです。 

 それと、去年、私も岐阜のほうへも行って

きました。ちょっとほかの研修で、経済建設

で行ってきたんですけども、前畑さんの話も

出ましてね。要するに、朝ドラ誘致について

は、ＮＨＫですかな、それについては議員間

同士でも、いっぺんきちんと交流を持って進

めていきましょうという話はありました。あ

ったんやけども、今、市のほうで、行政のほ

うで進めておるんで、それに合わして、また

応援隊ということで、我々も使うていただく

んならいつでも使うていただきますよと。で、

行政間同士でまず事務的に、積極的に進めて

いただけるようにお願いするし、また私ども、

帰ったらそういうような話もしますというこ

とで帰ってきて、すぐさまそういう話もさし

てもうたり、同僚議員の坂口君も去年一緒に

行ったと思うんですけども、そういうような

ことで進めていこうとは思っておりますし、

何も反対の意見ではないんですけれども、市

民の皆さんから、公平性から見たときに、ど

ういう説明をさしてもうたらええんかなとい

うことが、ちょっと気にかかりますんでね。

教育委員会として、いっぺん教育長、どんな

考えで話持っていったらええかなと思って。

ちょっと教えておくれ。 

○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）議員おただしの件で

いいますと、やはり岡潔さんと前畑秀子さん、

古川勝さんの、前にロータリーの碑が立って

います。非常にきれいな碑です。 

 今、当面、前畑秀子さんの朝ドラ誘致に向

けて全力を尽くしていきますけども、昨年12

月18日の日曜日にシンポジウムを開催しまし

た。これは前畑・古川記念シンポジウムとい

う形で、金藤さんも来ていただいたシンポジ

ウムであったと。青木さんも。旧姓青木さん

ですけども、そういう形で、いわゆる前畑さ

んと古川さんというのは橋本市の名誉市民で

ございますので、記念シンポジウムと顕彰事

業を行うときには、やはり前畑さんと古川さ

んという２人のビッグネームを使わせていた

だきたいと。市民プールにつきましても、先

ほど市長答弁させていただきましたように、

前畑古川記念という形で、前畑さんと古川さ

んについては、常に同じような形の、扱いと

いう表現が正しいかどうかわかりませんけど

も、そういう気持ちを込めて対応していきた

いと。 

 今回提案させていただいてます前畑秀子顕

彰基金条例につきましては、これも一つのも

のとして、今後、古川さんについても検討し

ていきたいと思っています。決して古川さん、

前畑さんよりも上とか下とか、そういうふう

な気持ちでは全くいませんので、同じような

気持ちで対応させていただきたいと、そのよ

うに思っています。 

 そんな形で説明していただければありがた

いです。 

○議長（中本正人君）17番 井上君。 

○17番（井上勝彦君）ありがとうございます。 

 教育長そない言っていただいたら、私らも

説明つけよいと思います。一応、条件付きで

はないですけども、条件というのは全然ない

んですけども、まず前畑さんと同じ考えで、

同じレベルで、そういうシンポジウムその他

についても、記念事業にしてでも、お二人さ

ん、あるいは中村智太郎さんも含めて、橋本

市の名誉市民として、お二人は名誉市民、ま
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だ中村さんは現役ですんで、市長おっしゃっ

たように現役ですんで、ないですけども、そ

ういう形で、今後そういう大事な市民の皆さ

んには、岡さんも含め、前畑さん、それから

古川さんということで、対等、平等に、一緒

に、先になるか後になるかわからんけれども、

同じような形式でやっていきたいと市のほう

は考えておると。教育委員会は。ほんで杉村

公園にも、市長はまた必要ならばお二人さん、

岡さんも含めて３人のそういったものも進め

ていくよということであるということで、市

民の皆さんに説明をさせていただくというこ

とでよろしいですか。 

○議長（中本正人君）ほかにありませんか。 

 12番 堀内君。 

○12番（堀内和久君）あてていただいてあり

がとうございます。 

 付託案件なんで、文教的なことからは差し

控えさせていただきたいと思ってます。ほん

で、なぜ手挙げたかというと、朝ドラ誘致は

すごいいいことで、やっていただいたらいい

と思いますし、この基金もそのまま進めてい

ただいて、何の文句も質問もないんです。と

いうのは、この後、朝ドラ、お隣、九度山町

でしたら、大河ドラマの後、観光がすごくな

って、ＮＨＫの朝ドラを誘致したことによっ

て、向こうは大河ドラマですけど、例えば朝

ドラを誘致した後の、経済推進部長にちょっ

とだけ、経済推進部長か政策企画か、そこら

ちょっとわからないですけど、今後の取り組

みというんかな、経済効果がどれぐらい見込

めるようなことを思っているかとか、ここで

しか聞けないんで、ちょっと的外れ……。 

○議長（中本正人君）12番 堀内君、ちょっ

と申し上げます。ただ今の発言は議題外であ

ると判断いたしますので、発言内容を変えて

ください。 

○12番（堀内和久君）はい。すいません。 

 この顕彰事業を積んでいく上で、どういう

経済効果を見込んでいるのか。それではだめ

ですか。いいですか。だめですか。無理です

か。やめていいですか。 

 失礼しました。 

○議長（中本正人君）ほかにありませんか。 

 １番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）今までの議論を聞いて

おりましたら、前畑さんと古川さんは一対の

ような感じですので、次にまた古川勝基金条

例というようなものを、もしつくるという考

えであれば、今一つにまとめて、前畑秀子・

古川勝顕彰基金と、そういうふうにしてやっ

たほうがすっきりするんじゃないんですか。

プールにしてもシンポジウムにしても、これ

からのいろんな紹介にしても、検討会、研究

会にしても、２人を一対として使うというか、

出ていただくんであれば、この前畑秀子さん

単独の顕彰基金条例というよりも、二つ、２

人一緒にしてやるという出しかえはどうなん

でしょうか。今、修正していただいても結構

なんですけども。 

○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）お答えします。 

 朝ドラ誘致という部分がございます。その

一点、まず一点に向けて、前畑秀子さんにつ

いては、こういう形で基金条例を提案させて

いただいています。 

 この後、いわゆる2019年、2020年前のとき

に、だいたい状況が決まると思います。それ

から大河につきましても、前畑秀子さんはき

っと大きくクローズアップされて出てくると

予想されます。その後につきましては、条例

変更をして、前畑・古川という形で提案させ

ていただくかどうか、それについては、また

こちらのほうで協議させていただきたいと思

いますので、ご了解よろしくお願いします。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 
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○１番（松浦健次君）その点についてはわか

りました。 

 今、朝ドラの話なんですけども、ぶっちゃ

けた話、実現性というか勝算、パーセントに

したらどれぐらいとお考えでしょうか。 

○議長（中本正人君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）松浦議員の質問にお答

えします。 

 勝算と言われましても、はっきりしたこと

は申せません。ただ、橋本市、岐阜市、名古

屋市と一緒に、前畑秀子さんの朝ドラ誘致に

向けて取り組んでいこうというふうに意思統

一はできておりますし、また、４月以降にＮ

ＨＫにも、その話を申し込んでいくというふ

うになります。 

 私たちにとって、ちょっと余計やったのが、

大河で前畑さんが取り上げられるという放送

が、鈴木大地長官のところへ行ったときに新

聞記事として載りました。それはそれでいい

とは思うんですけども、ただ、うちとしても、

橋本市としても、やはりこれを、たとえでき

なくても、そういうふうなやる価値はあるの

かなと。市民の皆さんに実行委員会をつくっ

ていただいて、その中で市民の皆さんが一丸

となって取り組んでいただく過程というのも、

一つでき上がるんではないかと思いますし、

決してまだまだ諦めてませんし、最後の最後

まで努力を続けていくことが大事なことだと

思います。 

 今やめるのは簡単ですけど、橋本市ってそ

んなもんかよというのが、全国に逆に発信さ

れるようなことになれば、余計にマイナスに

なるのではないかなというふうに思いますの

で、あと１年半ぐらいの活動にはなると思い

ますが、誘致に向けて全力を挙げていきたい

なというふうに思っています。 

○議長（中本正人君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第28号に

ついては、文教厚生員会に付託いたします。 

                     

 日程第３ 議案第29号 橋本市消費生活セ

ンター設置条例について 

○議長（中本正人君）日程第３ 議案第29号 

橋本市消費生活センター設置条例について 

を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ７番 髙本君。 

○７番（髙本勝次君）少し調べたんですけど

も、他市の消費生活センターのところを見た

んですけども、大阪の吹田市立消費生活セン

ターのところ、書いてるんですけど、私それ

を見たんですけども、かなりそれぞれの条文

ごとに細かく書いてるんですけども、それと、

私が橋本市の消費生活センター、今回のこの

条例、簡潔明瞭に１ページ少しということで

なってるんですけども、ちょっとお聞きした

いんですけども、運用の仕方で、今回説明に

書いてるんですけども、非常勤１名、常勤１

名ということで相談室を確保するということ

なので、これまでも相談事が今まで生活環境

課でされてたんで、それを具体的により強化

していこうということで、すごくいいことだ

とは思うので、これから進めていったらとは

思います。 

 この相談室へ常勤と非常勤を置くわけです

から、これまでも、直接市民の方が来られた

ら相談聞いておられると思うんですけども、

直接来られて、相談室あるわけですから、お

聞きしていただけると思うんですけども、そ

のことだけ十分していただきたいということ

をお願いしたいということと、それと、ほか
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の自治体なんですけども、休日の場合、土曜

日とか日曜日の場合は国民生活センター、こ

れは全国の組織なんですけども、同じ内容を

してるんですけども、国民生活センターのほ

うへ休日の場合は自動的にバックアップして、

相談がつながるようにされているところもあ

るみたいで、そのようにされるんかどうか、

お聞きしたいということです。 

 今回、先ほど言いましたように、これを設

置するということはすごく私も大賛成で、こ

れから大変でしょうけども、いろんな相談が

たくさん来られると思うんですけども、ぜひ

とも対応していただきたいと思います。 

 ちょっと休日の場合どうされるのか、お聞

きしたいと思います。 

○議長（中本正人君）市民生活部長。 

○市民生活部長（田中忠男君）従来、本市に

おいては相談窓口の設置、これについては、

生活環境課の中へ消費生活係という形で設置

しておりました。既に、資格を持った相談員

の方を27年度から１人雇用いたしまして、い

ろんな相談あるわけなんですけども、相談に

あたらせていただいておりました。 

 今回、同じ生活環境課の中へ、小さな部屋

なんですけども、相談室を設置して、そこで

今言われたように常勤、非常勤、２名の相談

員を配置してセンターとして運営していく予

定でございます。 

 あと、休日の対応ということでご質問あっ

たんですけども、これについては、先ほど議

員のほうから言っていただいたような形で、

国民生活センターのほうへのつなぎというよ

うな形になっているかと考えております。 

○議長（中本正人君）よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第29号に

ついては、総務委員会に付託いたします。 

                     

 日程第４ 議案第30号 橋本市立共同浴場

設置及び管理条例を廃止する条

例について 

○議長（中本正人君）日程第４ 議案第30号 

橋本市立共同浴場設置及び管理条例を廃止す

る条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 17番 井上君。 

○17番（井上勝彦君）ちょっとお聞きしてお

きたいんですけども、第30号ですね。岸上の

浴場ですかな。この前に、廃止するにあたっ

て協議なさったと思うんですけれども、要す

るに、その浴場に行かれている方でお風呂の

ない方、これ、廃止してしまったら４月１日

から風呂なくなるんですから、それについて

どうするんよと。それは廃止するまでに考え

るよという答弁もいただいてあったんだけど

も。何名ぐらいおって。それで、それが前の

話では広域のごみ焼却場を広くして、広くな

るので足湯もつくってというようなことで、

向こうへ行ってもらうような手だてをします

という答弁をもうてあったんやけども、その

後、話がうまくついておられるんかどうか。

風呂のない方、何人かおったと思うんですけ

どもね。 

 名古曽の場合は、浴場がなくなったときに、

皆さんご承知やと思うけれども、広域のごみ

焼却場のほうへ行っていただくということで、

あれ、何ぼやったんかな、いく月か知らんけ

ども、半額か何かにして行ってもらうかとか、

そういうコミュニティバスやったか、タクシ

ーやったか、ちょっと忘れましたけども、何

名かおりまして、広域のごみの焼却場へ行っ

ていただく手だてをしていただいたと思うん
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ですけども、今回は、そういうことについて

は話がついて、もう１人もおれへんというこ

とないけども、そういう困っているというこ

とは、私はなくなることによって、風呂なく

なったら私らかなわんよというような、３名

ぐらい聞いておりましたかな。そこへ行って

いる方の中でね。おったと思うんですけども、

そういうことについては、部局でご協議なさ

ってくれたんかなということを、ちょっとお

尋ねしておきます。 

○議長（中本正人君）市民生活部長。 

○市民生活部長（田中忠男君）閉館決定から

これまでほとんどクレームというか、閉館に

あたっての要望というようなものはございま

せんでした。一部署名活動ということもあり

ましたけども、これも正式には提出されてお

りません。 

 ただ、１週間ほど前なんですけども、１人

の方が、これは持ち家の方で、ふだん内風呂

がないんやけどというようなお話は、１件い

ただいております。それ以外ですと、岸上の

区内で３名の方が内風呂がないということで、

お話はさせていただきました。これについて

も、区長も入っていただいて、若い方もおら

れましたので、それぞれ転居するなり、また

高齢の方については、近くの娘さんと、あと

またデイサービスのほうを利用していくよと

いうような形で、ご協力いただいております。

もう１人の方についても、市営住宅のほうへ

転居されたということでございます。 

○議長（中本正人君）17番 井上君。 

○17番（井上勝彦君）それでしたら安心をい

たしました。安心しましたし、するんですけ

ども、ただ、額面的にはあれ、安かった。80

円ぐらいやったかな。80円ぐらいやったよな。

一晩入るのな。結局ごみ焼却場は金額ちょっ

と上がったんで、その倍ぐらい、３倍ぐらい

払わんなんのか。そういうことであったんで、

かなり周辺の人から風呂なくなったら困んね

んって、何人かの皆さんから聞いてるんやけ

ども、役所へはなかなか直接言われてきてな

いと思うんですけどもね。 

 そういう方々に対して、何らかの措置をで

きたらとってあげたってもろうたらなという

ことで、低所得者層の方々に対しては、そう

いう心配もちょっとありながら言うてるんで

すけども、そういうのも相談があれば、丁寧

に何とか考えていただけるような方法をして

いただきたいのと、それから、廃止しますと

風呂の後の処置が、これは廃止をする条例で

すんやけれども、廃止をして、それでとまっ

てしまうわな。管理その他についての後のお

考えというんですか、総務かどこかわかりま

せんけども、その後については、もちろん廃

止をするんですから、そのまま放っておけへ

んやろうと思うんやけど、浴場の場合は普通

の住宅と違って、かなり管理が難しくなるか

と思うんです。名古曽もそういうことでした

ので、早急に解体というか、そういう方向に

行ったんですけどね。そういうことについて

のご協議はなさっておられますか。 

○議長（中本正人君）市民生活部長。 

○市民生活部長（田中忠男君）今聞かせてい

ただいたように、今後、閉鎖後についての市

に対しての要望等については、真摯に対応さ

せていただきたいと思っております。 

 以前、名古曽のたから湯でしたか、あれが

閉鎖されるときには、代替案としていろんな

案、地元のほうへも提示させていただいたと

聞いておりますけれども、誰もご利用される

方がなかったということで聞いております。 

 今回の閉鎖にあたっても、いろんな案、検

討いたしました。いたしましたが、やはり非

常にここの現在の利用単価というのは、大

人・中学生で150円、子どもが80円、ただ、月

極となれば2,200円で１カ月、大人の方で入れ
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る。子どもで1,500円というような、非常に安

価な利用料金であったということもあって、

かなり多くの方に利用していただいたという

ことについては大変ありがたかったんですけ

ども、ただ、昭和60年に設置されております

ので、老朽化に対する修繕費用、今後の大規

模改修、それらを考慮した結果、最終閉館と

いうことになったわけで、その辺については、

市民の方々にもご理解いただきたいなと考え

ております。 

 それと、あとの残地の処理の問題なんです

けども、これについては29年度当初予算のほ

うで、撤去に際しての委託を計上させていた

だいております。通常、一般財産のほうへ移

管させていただいて売却というのが基本だと

考えておりますけれども、それについては、

今後地元の要望なども考慮しながら、担当の

ほうで最終決定していくことになろうかと考

えております。 

○議長（中本正人君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第30号に

ついては、会議規則第37条第３項の規定によ

り、委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第30号 橋本市立共同浴場設

置及び管理条例を廃止する条例について を

採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第５ 議案第31号 橋本市簡易水道敷

設事業分担金徴収条例を廃止する条例につ

いて と、日程第６ 議案第32号 橋本市

特別会計条例の一部を改正する条例につい

て の２件 

○議長（中本正人君）日程第５ 議案第31号 

橋本市簡易水道敷設事業分担金徴収条例を廃

止する条例について と、日程第６ 議案第

32号 橋本市特別会計条例の一部を改正する

条例について の２件を一括議題といたしま

す。 

 これより２件一括して質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第31号と

議案第32号については、委員会の付託を省略

いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより２件一括して討論を行います。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第31号 橋本市簡易水道敷設

事業分担金徴収条例を廃止する条例について 

と、議案第32号 橋本市特別会計条例の一部

を改正する条例について の２件を一括して

採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第31号と議案第32号の２件に

ついては、原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第７ 議案第33号 橋本市事務分掌条

例の一部を改正する条例につい

て 

○議長（中本正人君）日程第７ 議案第33号 

橋本市事務分掌条例の一部を改正する条例に

ついて を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 10番 森下君。 

○10番（森下伸吾君）改正前と後を見ますと、

政策企画室と秘書広報課が総合政策部になっ

ておるということになっておりますが、単純

に、二つの課と室が合併して部になったとい

うことの考えでよろしいんでしょうか。ほか

に何かございましたら、教えていただければ

と思います。 

○議長（中本正人君）政策企画室長。 

○政策企画室長（上田力也君）お答えいたし

ます。 

 ただ今の政策企画室、そして秘書広報課に

加えまして、次のページに、人事及び研修に

関することであるとか、給料及び福利厚生に

関することということで、職員課のほうを、

この総合政策部に所管替えするということに、

総務部から所管替えするということになって

おります。 

 以上です。 

○議長（中本正人君）ほかにありませんか。 

 １番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）政策企画室というの、

前は企画経営室でしたかね。いろいろと、こ

ろころ変わり過ぎるんじゃないですか。やっ

ぱり腰を落ち着けて、ある程度見通し持って

機構改革というのをやるべきではないんでし

ょうか。 

○議長（中本正人君）政策企画室長。 

○政策企画室長（上田力也君）今年度のはじ

めに、企画経営室という名前から政策企画室

ということになったんですけども、昨年度ま

で企画部がございました。企画部の中には、

企画経営室をはじめ秘書広報、それから職員

課、そして企業誘致室というような部署がご

ざいました。今年度はじめに、それらを攻め

る部署と守る部署に再編をいたしました。も

ともと企画経営室にあった情報推進部門、そ

れから行政改革部門というのを総務部に所管

替えをして、いわゆる守る部分。そして、ま

ちづくりであるシティセールス、そういった

ことをはじめとしたものを経済推進部のほう

へ所管替えしたという。そこで、政策という

部分だけを残して直轄にしたという、こうい

うことでございます。 

 今回、また総合政策部というのを創設する

わけなんですけども、その理由としては大き

く二点ございます。まず一点目は、政策間の

連携や部署間の調整を強化するという狙い、

二点目が、市民協働に向けた動きというのを

平成29年度から本格化させるという、この二

点の目的がございます。 

 そういうことの中で新たに部を設置して、

政策企画室というのは、その名前のとおりな

んですけども、この部署がコントロールタワ
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ーになって、この平成29年度、総合計画とい

うのを策定して、いよいよ30年度からこの計

画に向けて進めていくんですけども、かつそ

れを、協働のまちづくりというのを旗印に進

めていくというようなことで新たな部を設置

して、政策企画室がコントロールタワーにな

って動かしていくという、こういうために今

回改正を提案させていただいております。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）理由はいろいろあるで

しょうけども、機構改革というのはそないこ

ろころ変えるもんじゃなくて、やっぱり何年

先から見通しを持って、それを実現するため

にどういう部署が必要かということをもっと

慎重に考えて、みんなが腰を落ち着けて仕事

できるように、また市民からも、あれ、また

変わったんかと、こんな不信を植えないよう

にやっていただきたいと思います。 

○議長（中本正人君）要望でよろしいですね。 

○１番（松浦健次君）はい。 

○議長（中本正人君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第33号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第33号 橋本市事務分掌条例

の一部を改正する条例について を採決いた

します。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第８ 議案第34号 橋本市個人情報保

護条例の一部を改正する条例に

ついて 

○議長（中本正人君）日程第８ 議案第34号 

橋本市個人情報保護条例の一部を改正する条

例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第34号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第34号 橋本市個人情報保護

条例の一部を改正する条例について を採決

いたします。 
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 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第９ 議案第35号 橋本市行政手続に

おける特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例について 

○議長（中本正人君）日程第９ 議案第35号 

橋本市行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律に基づく

個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部を改正する条例について を

議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 17番 井上君。 

○17番（井上勝彦君）改正前と改正後の、ど

こがどういうふうに違うんか、ちょっと教え

ていただけませんか。 

○議長（中本正人君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）改正前と改正後の

内容でございますけども、法律の第19条に第

８号が挿入されたことによりまして、条例で

引用しております第９号が第10号にずれたこ

とに伴う改正で、ちなみに第８号の内容につ

きましては、地方公共団体が条例で定めた独

自利用事務についてもネットワークを用いた

情報連携を可能とするもの、という内容でご

ざいます。第10号につきましては、地方公共

団体が条例で定めるところにより、他の機関

に必要な限度で特定個人情報を提供するとき、

というふうになっておりまして、号数のずれ

による改正でございます。 

○議長（中本正人君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第35号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第35号 橋本市行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び

特定個人情報の提供に関する条例の一部を改

正する条例について を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第10 議案第36号 橋本市報酬及び費

用弁償等支給条例等の一部を改

正する条例について 

○議長（中本正人君）日程第10 議案第36号 

橋本市報酬及び費用弁償等支給条例等の一部

を改正する条例について を議題といたしま

す。 
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 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第36号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第36号 橋本市報酬及び費用

弁償等支給条例等の一部を改正する条例につ

いて を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第11 議案第37号 橋本市職員の退職

手当に関する条例の一部を改正

する条例について 

○議長（中本正人君）日程第11 議案第37号 

橋本市職員の退職手当に関する条例の一部を

改正する条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第37号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第37号 橋本市職員の退職手

当に関する条例の一部を改正する条例につい

て を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第12 議案第38号 橋本市高年齢者労

働能力活用研修センター設置及

び管理条例の一部を改正する条

例について 

○議長（中本正人君）日程第12 議案第38号 

橋本市高年齢者労働能力活用研修センター設

置及び管理条例の一部を改正する条例につい

て を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 17番 井上君。 

○17番（井上勝彦君）この38号について、高
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年齢者労働能力活用研修センターというんで

すかな、これ、ちょっと内容を、条例化され

て一部改正するんですけども、ちょっと勉強

不足でわかりませんので教えていただけませ

んか。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）この橋本市高

年齢者労働能力活用研修センターの設置及び

管理条例でございますけれども、まず、この

センターでございます。名称がシルバーワー

クプラザ橋本ということで、所在地が橋本市

市脇一丁目１番24号に設置しているものでご

ざいます。 

 この中では、高年齢者の就業機会の提供に

関すること、高年齢者の就業に関する相談及

び情報の収集に関すること、高年齢者に対す

る簡易な仕事に関する知識・技能の付与を目

的とした講習等の実施に関すること等を行う

こととなっております。 

 今回の改正につきましては、この上位法の、

根拠としておりました、高年齢者等の雇用の

安定等に関する法律が改正されまして、橋本

市高年齢者労働能力活用研修センターの設置

の根拠条例部分が第40条から第36条となった

ために、所要の改定を行うものでございます。 

 ちなみに、この施設につきましては、現在

使っておるのが公益社団法人シルバー人材セ

ンター、ここが利用しております。 

○議長（中本正人君）17番 井上君。 

○17番（井上勝彦君）40条から36条の規定に

基づきって、40条から36条とはどんな違いが

あるんですか。違いというのは、変わった中

身というんかな。40条やったやつが36条にな

るんかな。そうと違いますんかな。そうでは

ないですか。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）法改正があり

まして、根拠条項が変わっただけで、実質的

には変化はございません。 

○議長（中本正人君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第38号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第38号 橋本市高年齢者労働

能力活用研修センター設置及び管理条例の一

部を改正する条例について を採決いたしま

す。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第13 議案第39号 橋本市職員の育児

休業等に関する条例の一部を改

正する条例について 

○議長（中本正人君）日程第13 議案第39号 

橋本市職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例について を議題といたしま

す。 

 これより質疑を行います。 
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 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第39号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第39号 橋本市職員の育児休

業等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第14 議案第40号 橋本市職員定数条

例の一部を改正する条例につい

て 

○議長（中本正人君）日程第14 議案第40号 

橋本市職員定数条例の一部を改正する条例に

ついて を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第40号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第40号 橋本市職員定数条例

の一部を改正する条例について を採決いた

します。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第15 議案第41号 橋本市印鑑登録及

び証明に関する条例の一部を改

正する条例について 

○議長（中本正人君）日程第15 議案第41号 

橋本市印鑑登録及び証明に関する条例の一部

を改正する条例について を議題といたしま

す。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ８番 阪本君。 

○８番（阪本久代君）第９条のところで、今

までは登録者またはその代理人ということで、

ほかのところでも代理人というのが出てくる
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んですけれども、代理人でもできたものが、

今回のこの改正で、登録者でなければ手続き

が、届出とかできないというふうに変わって

いるんですけれども、実際には市役所まで出

てこれない方なんかもいらっしゃるんじゃな

いかなと思ったりもするんですけども、その

辺の、この変更の理由について説明をお願い

します。 

○議長（中本正人君）市民生活部長。 

○市民生活部長（田中忠男君）ここで代理人

の削除をさせていただいたのは、ちょっとお

配りの資料にはないんですけども、第３条の

第２項の中で、この代理人の規定がされてお

ります。そのことから、今回こういう形に改

正はさせていただいておりますけれども、本

人が来られない場合については代理人での申

請が可能ということでございます。 

○議長（中本正人君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第41号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第41号 橋本市印鑑登録及び

証明に関する条例の一部を改正する条例につ

いて を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第16 議案第42号 橋本市墓園設置及

び管理条例の一部を改正する条

例について 

○議長（中本正人君）日程16 議案第42号 橋

本市墓園設置及び管理条例の一部を改正する

条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第42号に

ついては、総務委員会に付託いたします。 

                     

 日程第17 議案第43号 橋本市税条例等の

一部を改正する条例について 

○議長（中本正人君）日程第17 議案第43号 

橋本市税条例等の一部を改正する条例につ

いて を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第43号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決
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しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、議案第43号 橋本市税条例等の

一部を改正する条例について を採決いたし

ます。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第18 議案第44号 橋本市手数料条例

の一部を改正する条例について 

○議長（中本正人君）日程第18 議案第44号 

橋本市手数料条例の一部を改正する条例につ

いて を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第44号に

ついては、総務委員会に付託いたします。 

                     

 日程第19 議案第45号 橋本市介護保険条

例の一部を改正する条例につい

て 

○議長（中本正人君）日程第19 議案第45号 

橋本市介護保険条例の一部を改正する条例に

ついて を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第45号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、議案第45号 橋本市介護保険条

例の一部を改正する条例について を採決い

たします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第20 議案第46号 橋本市指定地域密

着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例に

ついて 

○議長（中本正人君）日程第20 議案第46号 

橋本市指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例について を議題といたし

ます。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 
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 16番 岡本君。 

○16番（岡本安弘君）改正された理由と、こ

の下線部、追加になっている部分の説明をお

願いいたします。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）議案第46号 橋

本市指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例についてということで、改

正理由につきましては、地域における医療及

び介護の総合的な確保を推進するための関係

法律の整備等に関する法律の改正により、平

成28年４月１日より、利用定員が小規模な通

所介護及び療養通所介護が地域密着型サービ

スに移行されたことに伴い、新たに当該サー

ビスに係るサービス提供記録等の保存期間を

サービスの完結の日から５年間と規定すると

いうふうな内容になってございます。 

 それで、この下線部の説明でございますけ

れども、改定後の第３条の下線、第36条と第

40条の15の部分ですけれども、この部分が今

説明差し上げた指定地域密着型サービスに移

行された通所介護の部分と療養通所介護の規

定でございます。その第４条におきまして記

録の整備、この部分ですけれども、ほかの先

行する規定と同じように２年から５年とする

ということで改正を行っております。なぜ２

年から５年なのかと申しますと、債権・債務

の関係で、５年が時効になるという部分がご

ざいますので、この記録を５年間というふう

に設定するということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中本正人君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第46号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、議案第46号 橋本市指定地域密

着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条

例について を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第21 議案第47号 橋本市地域包括支

援センターの人員及び運営に関

する基準等を定める条例の一部

を改正する条例について 

○議長（中本正人君）日程第21 議案第47号 

橋本市地域包括支援センターの人員及び運営

に関する基準等を定める条例の一部を改正す

る条例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 17番 井上君。 

○17番（井上勝彦君）改正前と改正後の理由

を、ちょっと説明願います。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）今回の改正の
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内容でございますけれども、一点目が、第１

条の部分でございます。これが改正前は、前

の介護保険法第115条の46第４項に地域包括

支援センターの設置を条例で定める旨の条文

がありましたが、介護保険法の改正により、

その部分が第115条の46第５項と、項が一つず

れたということで、所要の改正を行っている

ものでございます。 

 次に、第３条の部分ですけれども、これは

主任介護支援専門員には更新制度がありませ

んでしたが、主任介護支援専門員の資質をさ

らに高めるため、更新制度が設けられており

ます。介護保険法施行規則第140条の68、旧の

ほうですけれども、この部分は都道府県知事

が行う主任介護支援専門員の研修の部分を規

定しておりました。しかし、今回第140条の66

に定められた定義を使うことにより、明確化

することといたしました。 

 また、さらに括弧書きの読み替え規定を書

くことによりまして、主任介護支援専門員の

更新制度の例外が当てはまることを明確化し

ております。この例外と申しますのは、経過

措置を意味しておりまして、主任介護支援専

門員研修を平成18年から23年度に修了した方

は、平成28、29、30年度のいずれかに更新研

修を修了すればよく、平成24年、25年度に修

了した方は、平成29、30、31年度のいずれか

に更新研修を修了すればよいというふうな規

定でございます。 

 こういうことで、総じていえば、主任介護

支援専門員の更新制度、この部分を明確化す

るための改正でございます。 

○議長（中本正人君）17番 井上君。 

○17番（井上勝彦君）説明は、わかったよう

なわからんようななんやけど、18年から23年、

今説明あった18年から29年までと、要するに

介護支援専門員が、資格というか研修を受け

れば、その当時に受けた者については主任専

門員の資格を与えますよと。ただし、研修受

けてくれなあかんでということやな。そうい

うことですな。年度に応じて。 

 それは、この改正するんですけども、改正

するんやけども、地域包括支援センターのみ

ならず、そのほかの民間の事業者なんかも、

それに準ずるというか適用されていくわけで

すか。厚生労働省の法律改正というか、それ

も含めてやろうと思うんやけども、要するに、

包括支援センターの条例改正になりますやん

か。専門員としての、それは包括支援センタ

ーは市直属やから出してるけども、ほかの事

業所なんかもそういう形に準じていくわけで

すか。それはわかりませんか。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）少なくとも、

この地域包括支援センターの規定の部分での

改正、今回はご提案しているのはその部分だ

けのものでございまして、ちょっとそのほか

の適用部分については承知しておりません。 

○議長（中本正人君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第47号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 
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 これより、議案第47号 橋本市地域包括支

援センターの人員及び運営に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例について 

を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第22 議案第48号 橋本市特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事

業の利用者負担額等に関する条

例の一部を改正する条例につい

て 

○議長（中本正人君）日程第22 議案第48号 

橋本市特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の利用者負担額等に関する条例の一部

を改正する条例について を議題といたしま

す。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第48号に

ついては、文教厚生委員会に付託いたします。 

                     

 日程第23 議案第49号 橋本市準用河川の

流水占用料等に関する条例の一

部を改正する条例について 

○議長（中本正人君）日程第23 議案第49号 

橋本市準用河川の流水占用料等に関する条例

の一部を改正する条例について を議題とい

たします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 13番 樽井君。 

○13番（樽井豪男君）私も結構かかわってお

ったんですけども、この流水占用料という、

ちょっと私もあまり聞き慣れないんですけど

も、これの今度、第３条の３が多分追加され

た分じゃないかと思うんですけども、簡単に

説明だけお願いいたします。 

○議長（中本正人君）建設部長。 

○建設部長（塙阪 隆君）ご説明いたします。 

 まず、平成28年の12月２日付の公布及び施

行されました河川法施行令の一部を改正する

政令により改正されました、流水占用料等の

一括納付に関する条例の条文を追加するとい

うものでございまして、この条文につきまし

ては、今まで各年度ごとに納付をしていただ

いておりました流水の占用料等を、許可期間

内におきまして一括納付できるという条文で

ございます。占用者の方の判断で一括納付か

従来どおりの単年度納付、どちらかを選択で

きるというものでございまして、目的として

は、その占用の徴収の効率化を図るといった

ことでございます。 

○議長（中本正人君）13番 樽井君。 

○13番（樽井豪男君）それでは、その準用河

川は市で管理しておるんですけど、その水を

使って何か事業をやっておるとか、その流水

の占用というのは、主にどういうものを使っ

てそれを、ひょっとしたら田んぼとか畑、そ

れはもう水利組合の話なので、この流水とい

うのはどういった、占用料はどんな形のもの

かというのは、細かくじゃないけども簡単で

結構ですので。 

○議長（中本正人君）理事。 

○理事（久保 進君）お答えします。 

 流水占用料といいますのは、河川から水を

とって、工業とか水道とか、いろいろそうい

うような利用するのに、占用というのは取水

することをいいます。で、取水したことによ
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って、今まで、今部長から説明がありました

ように、１年、１年払っていただいておった

のを、まとめてできるという形に変更すると。

ただ手続きだけの問題です。流水占用という

のは、何かの目的で水を取水することを流水

占用といいます。 

 以上です。 

○議長（中本正人君）ほかにありませんか。 

 １番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）具体的に、それは今ど

ういうふうな形で実現しているというか、ど

ういう実態があるかということを、ご説明い

ただけますか。 

 それと、その占用権というのは、一人がと

いうか、あるいは企業だったら一つ、組合だ

ったら一つが先に取ってしまえば、次の人は

できないんですか。不動産みたいに公示とか

登記のように、公示の制度とかそういうのは

あるんですか。 

○議長（中本正人君）建設部長。 

○建設部長（塙阪 隆君）先ほど理事のほう

から申しましたように、流水の占用料という

のはそういう内容でございます。 

 で、今回の改正につきましては、流水占用

料等ということでございまして、対象になっ

ておりますのは流水の占用料、それから土地

の占用料もございます。また、土砂の採取料

というのもございまして、現状でいきますと、

本市の場合については流水、それから土砂の

採取というのは実績ございませんでして、土

地の占用料というのが対象になってございま

す。 

（「答弁もれ」と呼ぶ者あり） 

○議長（中本正人君）指摘してください。 

○１番（松浦健次君）登記のように公示制度、

不動産の、もし土地を借りるんだったら、そ

れは登記して公示するということになってい

るんですか。制度上。 

○議長（中本正人君）建設部長。 

○建設部長（塙阪 隆君）そういうことでは

ございませんでして、一応、その占用してい

る物件の面積でありますとか、メーターによ

って占用を許可するという形でございまして、

そういった公示とかの手続きというのはして

おりません。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）制度としてそういうの

はあるんですかと聞いているんです。してる

かしてないかを聞いてないので、そういう公

示制度がありますかということを伺っており

ます。 

○議長（中本正人君）理事。 

○理事（久保 進君）公示制度といいますか、

河川法の手続きでございまして、河川法の中

に定められておりまして、それを河川管理者

に届けることによって河川管理者が管理する

というような形になっております。 

○議長（中本正人君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第49号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、議案第49号 橋本市準用河川の
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流水占用料等に関する条例の一部を改正する

条例について を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第24 議案第50号 橋本市企業立地促

進条例の一部を改正する条例に

ついて 

○議長（中本正人君）日程第24 議案第50号 

橋本市企業立地促進条例の一部を改正する条

例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 14番 岡君。 

○14番（岡 弘悟君）誠に勉強不足なことを

お聞きして恥ずかしいんですけども、これは

条例の期限というか、期日を延ばすことにな

っているんですけども、これって２年ごとに

期日改正してるんかな。僕ちょっと記憶がな

いんで聞きたいんですけど、これは何で、あ

えて、そうじゃなかったら、何で、あえて２

年だけの期日を延ばすんかということをお聞

きしたいです。 

○議長（中本正人君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）今まででした

ら５年でずっと更新しておったわけなんです。

今度、平成31年度から、きのうの本会議でも

お話しさせていただいたように、あやの台の

北部の開発、いよいよ造成が始まります。そ

の時点から営業を本格的にしようと思ってお

りますので、その２年間の間に、この北部の

開発についてどういった奨励がよいのか、も

う一度検討したいと思っています。 

 今は10年間の期間の支援ということをさせ

ていただいておるんですけど、こういう財政

状況の中で、本当に10年の長いスパンでやっ

ていいのかどうか、そういうことも含めて、

この２年間の間に、この北部のあやの台が本

格的に営業かかるまでに、もう一度検討した

いと思っております。そういうことから今回

は２年としました。 

○議長（中本正人君）14番 岡君。 

○14番（岡 弘悟君）ということは、新しく

造成始まるという、今、環境アセスとかの問

題やというところに関しては、もう一度企業

に対するやつ、今やってる処置を見直すかど

うかというのを検討をしていくために、２年

にしているということですよね。 

 そしたら、今、ちょっと気になるのは、こ

れから企業誘致するにあたって、今いろんな

減免措置とか受けている企業、来ているんで

すけども、その辺との差が出てしまうと、逆

に企業誘致しにくくなるんじゃないかなとい

うことはちょっと懸念するんですけども、そ

の辺というのはどうなんでしょう。お考えは

どう考えておられるのか、よろしくお願いし

ます。 

 まだ先の話なので、これから内容について

は練っていただけると思うんですけども、た

だ、素人から考えると、前のほうが良かった

というふうになってしまうと、なかなか来づ

らいんではないかなというふうな感じはする

んですけど、その辺の観点はいかがでしょう

か。 

○議長（中本正人君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）10年間という

スパンで奨励させていただいておることによ

りまして、非常に進出されておる企業からは、

よそに比べて手厚い支援であるという、そう

いうお話もいただいています。それで、そう

いう状況だからこそ橋本市へ来たんだと、そ

ういう方も確かにおられます。 
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 ただ、近畿圏の中でかなり誘致するような

場所が、どんどんどんどんなくなってきてお

るという、こういう事実もあります。そうい

うところから今回、10年というスパンは若干

長いんではないかと。それと、財政状況も非

常に厳しい状況でありますし、固定資産税の

60％をお返しするということは、非常に市の

収入にとっても厳しいものがございますので、

これからの状況にもよるんですが、先行して

誘致を進めておる土地も、あと三つほどしか

残っておりません。その三つについては、こ

の２年の間に全て売却して、新しい部分で、

できれば新しい条例を考えていきたいと思っ

ております。その辺で、大きく場所も変わり

ますし、ご理解いただけるものではないかと

いうふうに判断しております。 

○議長（中本正人君）ほかにありませんか。 

 19番 小西君。 

○19番（小西政宏君）今のところの関連で、

市長の12月議会の答弁で、製造業だけにこだ

わらず、さまざまな企業に来ていただけたら

いいかなという答弁がありました。そして、

北部用地だけにこだわらず、空きテナントで

あるとか、空きビルであるとか、また入って

いただけるところがあったら入っていただけ

るのもいいのかなというふうな答弁をいただ

いていたと思います。という中で、さまざま

な企業が来るとなると、この奨励措置という

のは、若干内容として形を変えていく必要性

もあるのかなというのは思うんですね。 

 で、今の経済推進部長の答弁でしたら、と

りあえず、あやの台の北部に関して、そこに

向けて、とりあえず２年やという話があった

と思うんですけど、じゃあ言葉を返していく

と、この２年間の間で空きテナントであると

か、ほかの事業者というか企業に対して、今

後企業誘致を進めていく方向はないのかとい

うのと、それなのか、この２年の中で、また

一部改正をしていくようなつもりであるのか

とか、その点、一回また教えてください。 

○議長（中本正人君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）12月議会で小

西議員からもおただしあったんですが、この

２年間の間、必ずこの条例、一旦決まって、

そのまま絶対的に２年間変更しないというこ

とは考えておりません。当然、雇用に非常に

つながってきたり、市の税収に大きくつなが

ってくるような企業であれば、これは新しい

開発地じゃなくしても、既存の空き店舗であ

ったり、空きビルであったり、そういったと

ころも利用しながら、この誘致という部分で

必要性があると思います。そういう中で、臨

機に、そういう状況がもしわかってきた時点

で、また皆さんにお諮りさせていただいて、

条例の改正については提案させていただこう

と思っております。 

 以上であります。 

○議長（中本正人君）よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第50号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 
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 これより、議案第50号 橋本市企業立地促

進条例の一部を改正する条例について を採

決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中本正人君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 この際、11時20分まで休憩いたします。   

(午前11時５分 休憩) 

     

 


